
参入企業スタートアップ支援事業補助金交付要領 
（趣旨） 

第１条 参入企業スタートアップ支援事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付にあたっては、熊

本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。）及び熊本県農林水産業振興補助金等

交付要項（以下「要項」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 本補助金は、地域と調和した企業の農業参入を促進するとともに、農業参入した企業が農

業を通じた地域振興に取り組む活動を支援するために交付するものとする。 

  

（区分） 

第３条 本補助金の区分は、次のとおりとする。 

 (1) 農業参入ビジネスモデル構築支援 

 (2) 地域調和型企業支援 

 

（補助の要件等） 

第４条 補助事業者の要件、補助対象経費、補助率等は別表のとおりとする。 

 

（事業実施の手続き等） 

第５条 第３条第１号の区分における要項第６条第２項第１号の事業計画書の様式は、要領第１号様

式とし、要項第８条第２項の事業変更計画書の様式は、要領第１号様式を準用するものとする。 

２ 第３条第２号の区分における要項第６条第２項第１号の事業計画書の様式は、要領第２号様式と

し、要項第８条第２項の事業変更計画書の様式は、要領第２号様式を準用するものとする。 

 

（経費の支払い） 

第６条 補助対象経費の支払い方法については、次のとおりとする。 

(1) 銀行振込を原則とする。 

(2) 自社振出・他社振出に関わらず、小切手・手形による支払いは原則認めない。 

(3) 補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺（売掛金と買掛金の相殺等）

による決済を認めない。 

(4) 仮想通貨・クーポン・（クレジットカード会社等から付与された）特典ポイント・金券・商品券の利

用等は認めない。 

 

（実績報告） 

第７条 第３条第１号の区分における要項第１３条第２項第１号の事業実績書は、要領第３号様式と

する。 

２ 第３条第２号の区分における要項第１３条第２項第１号の事業実績書は、要領第４号様式とし、そ

の他知事が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業の経過及び完了を証明するに足りる写真 

(2) 契約書の写し（契約した場合に限る） 

(3) 領収書等支出を証する書面の写し 

(4) 農業又は農業に関連する事業従事者の従事状況が確認できる書類 

(5) 機械や施設の取得・改修の場合、設計書、図面、仕様書等 詳細が判る書類 

(6) その他参考となる書類 

 

（財産処分の制限） 

第８条 本補助金により取得し、又はその効用の増加した動産及びその従物並びに機械・器具（効

用増加の場合は３０万円以上を対象とする。）については、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めている耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けな

いで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄

してはならない。 

 



（雑則） 

第９条 この要領に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和６年（２０２４年）７月１８日から施行する 

この要領は、令和７年（２０２５年）４月１８日から施行する。 

この要領は、令和８年（２０２６年）５月２９日から施行する。 
  



別表（参入企業スタートアップ支援事業補助金交付要領） 

区分 補助事業者 補助対象経費 補助率等 

 

農業参入

ビジネス

モデル

構築支援 

 

熊本県内において農業（日本標準産業分

類に定める農業のうち、耕種農業、畜産農業

(畜産類似業を除く。)、農業サービス業（農作

業を請け負うものに限る。）をいう。以下同

じ。）に参入する企業又は農業に参入して３

年以内の企業であり、かつ、次の１～４の要

件をすべて満たすもの。 

 

１ 会社法（平成１７年法律第８６号）に定め

る会社であること。 

２ 次のいずれかに該当すること。 

(1) 農業参入前において、農業以外の

業を営む法人（以下「異業種法人」とい

う。）であること 

(2) 異業種法人が農業参入に当たり設

立する企業であって、当該異業種法

人が議決権の過半を有するもの 

(3) 異業種法人が農業参入に当たり出

資する農地所有適格法人であって、

当該異業種法人が議決権の２０％以上

を有し、当該異業種法人が当該農地

所有適格法人の経営及び運営に関与

していると認められるもの 

 

販路開拓に係る経費（販路開

拓のための検討会の実施、実需

者に対する需要調査、販路拡大

調査、販売用施設等の取得・改

修） 

 

 

補助率は次のとおりとする。 

なお、当該補助金は、国及び県補助金等との併用を不可とする。 

 

１ 補助事業者が農地所有適格法人若しくは県南地域市町村：１／２以内 

２ それ以外：１／３以内 

 

※「県南地域市町村」は、八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木

町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あ

さぎり町の 15 市町村をいう。 



３  農業（企画・管理・販売等を含む。）又

は加工等の当該農業に関連する事業

に、年間６０日以上従事する者（代表者、

短期雇用者、日雇労働者等を除く。）を３

人以上有する規模であること。 

４ 熊本県内に事業所を有すること。 



 

地域調和

型企業支

援 

 

熊本県内において農業（日本標準産業分

類に定める農業のうち、耕種農業、畜産農業

(畜産類似業を除く。)、農業サービス業（農作

業を請け負うものに限る。）をいう。以下同

じ。）に参入する企業又は農業に参入して３

年以内の企業であり、かつ、次の１～５の要

件をすべて満たすもの。 

 

１ 会社法（平成１７年法律第８６号）に定める

会社であること。 

２ 次のいずれかに該当すること。 

(1) 農業参入前において、農業以外の業

を営む法人（以下「異業種法人」という。）

であること 

(2)異業種法人が農業参入に当たり設立す

る企業であって、当該異業種法人が議決

権の過半を有するもの 

(3) 異業種法人が農業参入に当たり出資

する農地所有適格法人であって、当該異

業種法人が議決権の２０％以上を有し、当

該異業種法人が当該農地所有適格法人

の経営及び運営に関与していると認めら

れるもの 

３ 農業（企画・管理・販売等を含む。）又は加

工等の当該農業に関連する事業に、年間６０

日以上従事する者（代表者、短期雇用者、日

雇労働者等を除く。）を３人以上有する規模で

あること。 

４ 熊本県内に事業所を有すること。 

 

 

ア 作物等導入に係る経費 

（導入作物等の情報収集、先進

的な取組事例の調査、消費者ニ

ーズの調査、試験栽培・飼養等、

技術習得に係る研修の受講、営

農用機械や施設の取得・改修） 

 

イ 加工品開発に係る経費 

（加工品の情報収集、先進的な

取組事例の調査、消費者ニーズ

の調査、試作品の製造、試験販

売、商品化に向けた検討会の実

施、加工用機械や施設の取得・

改修） 

 

ウ 簡易な土地基盤整備に係

る経費 

（企業等が営農する農地で行う、

障害物除去、深耕、整地、客土、

暗きょ排水、かんがい排水、農道

整備、有機物投入等） 

 

※人件費、租税公課、不動産の

取得・ 賃借費、家畜・家禽類、汎

用性が高い備品・機械器具の取

得・改修、中古品の取得、インタ

ーネットショッピング・オークショ

ン、オンラインストアでの備品・機

械器具の取得を除く。 

 

本補助金の補助率及び補助限度額は、次表のとおりとする。 

なお、農業に参入（出資）して３年以内に限る。 

また、１人以上の農業関係従事者の増加を伴う、大規模な農業経営規模拡

大や６次産業化等の新規展開等（以下「規模拡大等」という。）の場合、当該規

模拡大等後の全体事業計画に係る補助限度額から既交付額を控除した額の

範囲内で交付するものとする。 

 

表 補助率及び補助限度額について 

補助率 補助限度額 

補助対象

経費の 1/3

以内 

（県南地域

市町村は

1/2 以内） 

 

事業計画について、表１の評価項目ごとの配点を乗じ、 

得られた点数の合計（以下、「総点数」という。）を求め 

る。その点数に応じた表２に定める額を補助限度額と 

する。 

 

表１ 

評価項目 配点 

農業関係従事者数(1 人当たり）※ 3 

 内 常時雇用者数 4 

  内 新規雇用者数 5 

営農面積(1ha 当たり)又は施設面積（10a 当

たり） 
3 

 内 耕作放棄地解消面積 5 

 内 中山間地域内面積 4 

  ※代表者、短期雇用者、日雇労働者等を除く。 

 

 

 

 

 



 

 

５ 熊本県（各広域本部・地域振興局）を立会

人として、農業を営む農地等が所在する市町

村と地域調和等に関する協定を締結している

、又は協定を締結することが確実に見込まれ

ること。 

表２ 

総点数 補助限度額 

６０点未満 ５００万円 

６０点以上７０点未満 ６００万円 

７０点以上８０点未満 ７００万円 

８０点以上９０点未満 ８００万円 

９０点以上１００点未満 ９００万円 

１００点以上 １０００万円 

 

 
 


